
農林水産事業

EML1309
（令和元年１１月）



支店一覧はこちら

農林水産事業

s

お気軽に窓口までご相談ください。



農林水産事業

EML1309
（令和元年１１月）



農林水産事業

s

お気軽に窓口までご相談ください。
支店一覧はこちら



青年等就農資金の手続きの流れと
関係機関の役割・連携について

１. 就農相談への対応

↓

２. 青年等就農計画の認定手続き

↓

３. 経営改善資金計画の認定手続き

↓

４. 貸付決定・貸付実行手続き

↓

５. フォローアップ（実績確認と必要に応じた支援）

≪手続きの流れ≫

1

令和2年5月28日

(株)日本政策金融公庫

東京支店農林水産事業



１．就農相談への対応

■ 相談窓口と研修制度について

青年農業者等

育成センター

【相談窓口】

情報提供、支援ツール（研修斡旋）の提供 等

都道府県

（普及指導セン

ター等）

【相談窓口】

情報提供、各種相談会、支援ツール（単独補助

事業）提供、研修斡旋、就農具体化へ向けた指

導・助言等

市町村

【相談窓口】

情報提供、支援ツール（住宅・農地等支援）の提

供、相談窓口への誘導等

農業大学校

指導農業士等

【研修先】

相当期間の研修受け入れ

公庫・ＪＡ等 情報提供、相談窓口への誘導等

■ 就農相談時における関係機関の主な役割

農業大学校

農業大学校農業大学校

農業大学校

指導

指導指導

指導農業士等

農業士等農業士等

農業士等

青年農業者等育

青年農業者等育青年農業者等育

青年農業者等育

成センター

成センター成センター

成センター

都道府県（普及指

都道府県（普及指都道府県（普及指

都道府県（普及指

導センター等）

導センター等）導センター等）

導センター等）

市町村

市町村市町村

市町村

など

などなど

など

【研修】【相談窓口】

■相談窓口との連携・役割について

就

農

希

望
者

■就農希望者の育成について（参考）

新規就農希望者に対する一般的な支援のステップは、

①相談初期は、都道府県（普及指導センター等）や育成セ

ンター等の関係機関が、就農希望者からの就農相談を受
け付け、

②就農を希望する者に対しては、準備段階として相当期間

の研修により技術を習得させ、（農業次世代人材投資資金
（準備型）・都道府県の助成制度など）

③研修後は、経営開始に必要となる設備投資（融資）の検

討と計画作成を行い、（青年等就農計画認定・農業次世代人
材投資資金（経営開始型）など）

④経営開始後は定着に向けて、関係機関が指導・助言を
行う

という一連の流れになる。

○相談窓口は、都道府県に設置される青年農業者等育

成センター（以下､育成センター）・都道府県（普及指導
センター等）・市町村となることが一般的だが、地域に
よって異なる。

○そのため、相談窓口の状況や窓口への誘導の仕方に

ついては、都道府県や市町村など関係機関と連携し、
調整する必要がある。

公庫支店への就農希望の相談は

各相談窓口と連携のうえ誘導する
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農業経営基盤強化促進法の基本要綱（以下､強化法基本要綱）第5の

2の14の（2）参照

・育成センターは青年等からの就農相談に応じる。

・都道府県・育成センターは認定新規就農者への指導・助言を積極

的に行う。

・関係機関等は相互に連携を図り、助言・指導等の的確な実施が確

保されるよう配慮する。



２．青年等就農計画の認定手続き

希望者

市町村

市町村

認定主体（関係機関との窓口・調整）

・基本構想に照らして適切か否かを判断

都道府県

（普及指導センター等）

計画作成に係る濃密な指導・助言

・研修経験を踏まえた技術力等を審査

育成センター 計画作成に係る濃密な指導・助言

農業委員会 必要に応じ、農地利用等に関する指導・助言

ＪＡ等 必要に応じ、計画作成に係る指導・助言

■ 関係機関の主な役割

■ 青年等就農計画の作成から認定までの流れ

認定審査

青年等就農計画認定申請

計画作成指導・助言

※農業次世代人材投資資

金（経営開始型）の受給

希望者も同時に申請。

都道府県
（普及指導センター等）

強化法基本要綱第5

の2の2の（2）に規定

（参考２）認定新規就農者の主なメリット措置

（参考１）認定新規就農者と認定農業者の関係

（参考３）農業次世代人材投資資金

主な対象要件

交付主体 交付内容 停止条件等

準備型

原則50歳未

満

都道府県

(育成ｾﾝﾀｰ)

年間150万円

最長2年間

就農しない

場合、返還

等

経営開

始型

認定新規就

農者かつ原

則50歳未満

市町村

年間最大150

万円（前年所得

に応じて変動）

最長5年間

前年所得350

万円以上の

場合､停止 等

認定農業者認定農業者認定農業者認定農業者

（農業経営改善計

（農業経営改善計（農業経営改善計

（農業経営改善計

画の認定）

画の認定）画の認定）

画の認定）

認定新規就農者認定新規就農者認定新規就農者認定新規就農者

（青年等就農計画

（青年等就農計画（青年等就農計画

（青年等就農計画

の認定）

の認定）の認定）

の認定）

認定新規就農者が計画期間中に

農業経営改善計画の認定を受け

て認定農業者となった場合、青年

等就農計画（以下､認定就農計画）

の期間を前倒しで満了したものと

みなされ、当該計画の効力を失う

（認定取消ではない）。

～主な認定基準の内容～

◆計画が市町村の基本構想に照らして適切なものであり、その

達成見込みが確実であること

◆これまでの研修経験を踏まえた農業技術を習得していること

◆経営の適正な管理（農業簿記等）の実施が見込まれること

3

名称等 主なメリット（特例）措置内容

制

度

資

金

青年等就農資金

無利子、担保：融資対象物件のみ、保証人：

個人は不要、法人は必要な場合代表者のみ

経営体育成強化

資金

就農計画に基づく農地などの取得について

①1,000万円まで融資率100％

②据置期間5年（通常3年）

農業近代化資金 償還期限・据置期間の特例

そ

の

他

農業次世代人材投

資資金（経営開始型）

詳細は以下（参考３）のとおり

～審査体制～

強化法基本要綱第5

の2の4の（5）

強化法基本要綱第

5の2の4の（1）及び

別紙4の2に規定

強化法基本要綱

第5の2の9に規定



３．経営改善資金計画の認定手続き
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都道府県
（普及指導センター等）

■原則、融資機関事務委任方式

（認定新規就農者の貸付けに関する意見書（以下､意見書）の提出が条件）

意見書（確認書）

の作成・提出

計画作成に当た

り、助言・指導

特別融資制度推進会議設

置要綱（以下､推進会議設

置要綱）第3の3に規定

借入希望者
（認定新規就農者）

経営改善関係資金要綱

第3の1の（4）に規定

窓口機関
（融資機関）

認定内容の通知等

農業経営改善関係資金基本

要綱（以下､経営改善関係資

金要綱）第3の1の（2）に規定

借入額が3,700万円を超える

場合、計画達成見込みに疑義

がある旨の意見書が提出され

た場合、又は意見書の提出が

ない場合は推進会議による審

議依頼

意見書の作成依頼

意見書の

作成・提出

☞ 意見書とは

○都道府県（普及指導センター等）及び農業経営の指

導等を適切に行うことができる指導農業士等が、貸
付けに関する意見書として窓口機関へ提出するも
ので、その趣旨は、指導等を行った機関が意見を
付すことによって、認定手続きの円滑化・効率化を
図るもの。

○意見書には、「計画達成の見込み」のほか、「適性・

意欲」・「技術・知識」の妥当性や、就農後の「指導
支援体制」について記載される。

書類提出

・借入申込希望書

・経営改善資金計画書

・青年等就農計画（写し）

・青年等就農計画の認定書（写

し）等

（ ・指導農業士等による意見書）

☞ 計画作成指導について

○計画作成に当たり、借入希望者は関係機関等に助
言・指導の相談ができることとされ（経営改善関係
資金要綱第3の1の（3））、特に認定新規就農者の
場合は、普及指導センターが濃密な指導を行うこと
とされている（同要綱第6の2）。

☞ 都道府県が作成する確認書について

○認定新規就農者から計画書等を受領した窓口機関

は、指導農業士等の意見書が付された場合であっ
ても、都道府県（普及指導センター等）に対し、意見
書の作成を依頼する。

なお、経営改善関係資金要綱第5の2の（2）では、
窓口機関は都道府県（普及指導センター等）に関係
書類の写しを送付することとされている。

○意見書の作成依頼を受けた都道府県は、指導農業

士等の意見書が付されている場合、都道府県が作
成する意見書に代えて、当該意見書の内容が適切
であると判断したうえで、確認書を提出することが
できる。（適切と判断できない場合は、自ら意見書を
作成のうえ提出する。）

指導農業士等

経営改善関係資金要綱

第3の1の（3）、第6の2に

規定

市町村
（特別融資制度推進会議）



■貸付決定手続き

４．貸付決定・貸付実行手続き

借入希望者

信連等

公 庫
市町村

（特別融資制度

推進会議）

借入希望者

公 庫
又は

信連等

報告

借入申込書

貸付決定通知

貸付決定通知

借入申込書

融資意見書

借用証書等

資金交付

推進会議

メンバー

必要に応じて

連絡

公庫支店では、融資契約時などにおいて、指導・教
育の観点からも、毎期の税務申告、融資機関への
決算書類等の提出義務について周知・徹底する。

推進会議設置要綱

第3の5、6に規定

■貸付実行手続き

借入希望者が未成年者の場合（※）

・親権者または後見人の同意書

（様式K-170号・E-52号）を提出
させる。

※「青年」は原則として18歳以上45歳未

満と定義

青年等就農資金は、

・非転貸の場合は、実質無担保・無保証人
（委託貸付の場合は、Ｃ方式・無代弁(転貸除く)）

・転貸の場合は、農業信用基金協会保証を措置

（転貸先は原則、融資対象物件以外の担保及び経営者以

外の第三者の連帯保証人なし、で保証を受けられる）
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経営改善関係資金要

綱第3の3の（3）に規定

公庫受託

金融機関

転貸金融

機関含む

経営改善関係資金要綱第3

の4の（2）、青年等就農資

金基本要綱（以下､資金基

本要綱）第5の4に規定

貸付決定通知

借入申込書



５．フォローアップ（実績確認と必要に応じた支援）

■ 経営不振時・支援必要時 ・・・ 【濃密フォロー】

・ 関係機関が連携して経営改善に向けた支援を行う。必要に応じ、農業
経営相談所等を通じた支援も検討する。

・特に都道府県（普及指導センター等）と公庫は連携を強化して、支援に
あたる。

■ 平常時 ・・・ 【通常フォロー】

・ 公庫は毎期、借入者から決算書類等の提出を受け、融資後の経営実

績をチェックする。

・公庫は受領した決算書類等を都道府県（普及指導センター等）へ提供

し、経営実績を共有するとともに、必要に応じて借入者の経営実態・近
況等について情報交換する。

・計画が下振れするなど資金繰りに懸念が生じる場合や、経営改善に向
けた支援が必要と判断される場合には、濃密フォローに移行する。

都道府県

（普及指導セ
ンター等）

・ 技術的な指導・助言（不振原因の分析等）
・ 経営改善計画の作成支援

公庫
（融資機関）

・ 金融支援 （①②の順で検討）
①条件緩和（中間据置の設定など）の検討
②運転資金融資の検討
（不振原因と改善の方向性を確認のうえ、必要額を融資）

・ 農業経営アドバイザーによる経営指導

・ 課題解決サポート事業による外部専門家の活用

その他

関係機関
・必要に応じ、農業経営相談所等を通じて、関係機関
が連携して、経営改善に必要な支援を実施

借入者

公 庫
（融資機関）

情報共有

都道府県（普

及指導セン

ター等）

◆

金

融

支

援

（

条

件

緩

和

・

追

加

融

資

）

◆

経

営

指

導

【濃密フォロー】

連携強化

【通常フォロー】

経営実績のチェック・情報の共有

決算書類等

※普及指導センターは、

経営改善が確実に

達成されるよう、特に

認定新規就農者の

場合は濃密な指導を

行うよう努める。

経営改善関係

資金要綱第6の

2に規定
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都道府県（普

及指導セン

ター等）

決算書類等

経営改善関係資金要綱

第3の4の（2）、資金基本

要綱第5の4に規定

経営改善関係資金要

綱第5の7の（2）に規定

（計画期間中）

◆経営改善に必

要な各種支援

その他

関係機関

公 庫
（融資機関）

借入者


